
平
成
十
四
年
内
閣
府
・
総
務
省
・
法
務
省
・
外
務
省
・
財
務
省
・
文
部
科
学
省
・
厚
生
労
働
省
・
農
林
水
産
省
・
経

済
産
業
省
・
国
土
交
通
省
・
環
境
省
令
第
一
号

自
動
車
運
送
事
業
者
等
以
外
の
事
業
者
に
係
る
自
動
車
排
出
窒
素
酸
化
物
等
の
排
出
の
抑
制
の
た
め
の
計
画

の
提
出
方
法
等
を
定
め
る
命
令

自
動
車
か
ら
排
出
さ
れ
る
窒
素
酸
化
物
及
び
粒
子
状
物
質
の
特
定
地
域
に
お
け
る
総
量
の
削
減
等
に
関
す
る
特
別

措
置
法
（
平
成
四
年
法
律
第
七
十
号
）
第
十
七
条
、
第
十
八
条
及
び
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び

に
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
自
動
車
運
送
事
業
者
等
以
外
の
事
業
者
に
係
る
自
動
車
排
出
窒
素
酸
化
物
等
の
排
出
の

抑
制
の
た
め
の
計
画
の
提
出
方
法
等
を
定
め
る
命
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
対
象
自
動
車
を
使
用
す
る
事
業
者
に
よ
る
計
画
の
提
出
）

第
一
条
　
自
動
車
か
ら
排
出
さ
れ
る
窒
素
酸
化
物
及
び
粒
子
状
物
質
の
特
定
地
域
に
お
け
る
総
量
の
削
減
等
に
関
す

る
特
別
措
置
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
三
条
（
法
第
四
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て

適
用
す
る
場
合
を
除
く
。
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
計
画
の
提
出
は
、
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま

で
に
掲
げ
る
事
項
及
び
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
特
定
事
業
者
（
法
第
三
十
四
条
に
規
定

す
る
特
定
事
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
実
施
す
る
こ
と
と
し
て
選
択
し
た
措
置
に
係
る
も
の
に
つ
き
定
め

た
計
画
を
、
三
年
か
ら
五
年
程
度
の
計
画
期
間
ご
と
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
特
定
事
業
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
特
定
自
動
車
（
法
第
三
十
三
条
に
規
定
す
る
特
定
自
動
車
を
い
う
。
以

下
同
じ
。
）
の
使
用
の
本
拠
の
位
置
の
属
す
る
都
道
府
県
に
お
け
る
主
た
る
事
業
場
の
所
在
地

二
　
事
業
の
概
要

三
　
事
業
場
別
の
特
定
自
動
車
の
状
況

四
　
特
定
自
動
車
の
低
公
害
車
等
へ
の
代
替
に
関
す
る
計
画

五
　
特
定
自
動
車
に
係
る
適
正
運
転
の
実
施
等
に
関
す
る
計
画

六
　
特
定
自
動
車
の
走
行
量
の
削
減
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
計
画

２
　
前
項
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
目
標
年
次
は
、
計
画
期
間
が
満
了
す
る
年
次
と
す
る
。

３
　
法
第
三
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
計
画
の
提
出
は
、
特
定
事
業
者
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
日
又
は
計
画
期
間

が
満
了
し
た
日
か
ら
三
月
以
内
に
、
正
本
に
そ
の
写
し
一
通
を
添
え
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
定
期
の
報
告
）

第
二
条
　
法
第
三
十
四
条
（
法
第
四
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
除
く
。
次
項
に

お
い
て
同
じ
。
）
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
前
年
度
に
お
け
る
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
及
び
第
二
号
か
ら

第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
特
定
事
業
者
が
実
施
す
る
こ
と
と
し
て
選
択
し
た
措
置
に
係
る
事
項
と
す

る
。

一
　
事
業
場
別
の
特
定
自
動
車
の
状
況

二
　
特
定
自
動
車
の
低
公
害
車
等
へ
の
代
替
の
状
況

三
　
特
定
自
動
車
に
係
る
適
正
運
転
の
実
施
等
の
状
況

四
　
特
定
自
動
車
の
走
行
量
の
削
減
の
た
め
の
措
置
の
状
況

２
　
法
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
報
告
は
、
毎
年
六
月
三
十
日
ま
で
に
、
正
本
に
そ
の
写
し
一
通
を
添
え
て
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
周
辺
地
域
内
自
動
車
を
使
用
す
る
事
業
者
に
よ
る
計
画
の
提
出
）

第
三
条
　
法
第
三
十
六
条
第
一
項
（
法
第
四
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
除
く
。

第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
計
画
の
提
出
は
、
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
及
び
第

四
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
周
辺
地
域
内
事
業
者
（
法
第
三
十
七
条
に
規
定
す
る
周
辺
地
域
内

事
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
実
施
す
る
こ
と
と
し
て
選
択
し
た
措
置
に
係
る
も
の
に
つ
き
定
め
た
計
画
を
、

一
年
か
ら
五
年
程
度
の
計
画
期
間
ご
と
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
周
辺
地
域
内
事
業
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
周
辺
地
域
内
自
動
車
（
法
第
三
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
周

辺
地
域
内
自
動
車
を
い
い
、
同
項
第
一
号
の
一
の
都
道
府
県
の
区
域
内
に
そ
の
使
用
の
本
拠
の
位
置
を
有
す
る

も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
の
使
用
の
本
拠
の
位
置
の
属
す
る
都
道
府
県
に
お
け
る
主
た
る
事
業
場
の
所
在
地

二
　
事
業
の
概
要

三
　
事
業
場
別
の
周
辺
地
域
内
自
動
車
の
状
況

四
　
指
定
地
区
（
法
第
三
十
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
指
定
地
区
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
内
に
お
い
て
運
行
す

る
周
辺
地
域
内
自
動
車
の
低
公
害
車
等
へ
の
代
替
に
関
す
る
計
画

五
　
指
定
地
区
内
に
お
い
て
運
行
す
る
周
辺
地
域
内
自
動
車
に
対
す
る
排
出
ガ
ス
低
減
装
置
の
装
着
に
関
す
る

計
画

六
　
周
辺
地
域
内
自
動
車
に
係
る
指
定
地
区
内
に
お
け
る
適
正
運
転
の
実
施
等
に
関
す
る
計
画

七
　
周
辺
地
域
内
自
動
車
の
指
定
地
区
内
に
お
け
る
走
行
量
の
削
減
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
計
画

２
　
前
項
第
四
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
目
標
年
次
は
、
計
画
期
間
が
満
了
す
る
年
次
と
す
る
。

３
　
法
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
計
画
の
提
出
は
、
周
辺
地
域
内
事
業
者
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
日

又
は
計
画
期
間
が
満
了
し
た
日
か
ら
三
月
以
内
に
、
正
本
に
そ
の
写
し
一
通
を
添
え
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
定
期
の
報
告
）

第
四
条
　
法
第
三
十
七
条
（
法
第
四
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
除
く
。
次
項
に

お
い
て
同
じ
。
）
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
前
年
度
に
お
け
る
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
及
び
第
二
号
か
ら

第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
周
辺
地
域
内
事
業
者
が
実
施
す
る
こ
と
と
し
て
選
択
し
た
措
置
に
係
る
事
項

と
す
る
。

一
　
事
業
場
別
の
周
辺
地
域
内
自
動
車
の
状
況

二
　
指
定
地
区
内
に
お
い
て
運
行
す
る
周
辺
地
域
内
自
動
車
の
低
公
害
車
等
へ
の
代
替
の
状
況

三
　
指
定
地
区
内
に
お
い
て
運
行
す
る
周
辺
地
域
内
自
動
車
に
対
す
る
排
出
ガ
ス
低
減
装
置
の
装
着
の
状
況

四
　
周
辺
地
域
内
自
動
車
に
係
る
指
定
地
区
内
に
お
け
る
適
正
運
転
の
実
施
等
の
状
況

五
　
周
辺
地
域
内
自
動
車
の
指
定
地
区
内
に
お
け
る
走
行
量
の
削
減
の
た
め
の
措
置
の
状
況

２
　
法
第
三
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
報
告
は
、
毎
年
六
月
三
十
日
ま
で
に
、
正
本
に
そ
の
写
し
一
通
を
添
え
て
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
立
入
検
査
の
身
分
証
明
書
）

第
五
条
　
道
路
運
送
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
三
号
）
の
規
定
に
よ
る
自
動
車
運
送
事
業
者
又
は
貨
物
利

用
運
送
事
業
法
（
平
成
元
年
法
律
第
八
十
二
号
）
の
規
定
に
よ
る
第
二
種
貨
物
利
用
運
送
事
業
を
経
営
す
る
者
以

外
の
者
が
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
法
第
四
十
一
条
第
五
項
の
証
明
書
の
様
式
は
、
別
記
様

式
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
対
象
自
動
車
（
法
第
三
十
三
条
に
規
定
す
る
対
象
自
動
車
を
い
う
。
）
を
使
用
す
る
事
業
者

二
　
特
定
事
業
者

三
　
周
辺
地
域
内
自
動
車
を
使
用
す
る
事
業
者

四
　
周
辺
地
域
内
事
業
者

（
環
境
大
臣
へ
の
通
知
）

第
六
条
　
法
第
四
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
計
画
に
つ
い
て
は
受
理
し
た
年
度
の
翌
年
度
の
九
月
三

十
日
ま
で
に
、
報
告
に
つ
い
て
は
受
理
し
た
年
度
の
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
に
行
う
も
の
と
す
る
。

附
　
則

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
命
令
は
、
平
成
十
四
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
命
令
の
施
行
の
日
か
ら
二
月
以
内
に
特
定
事
業
者
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
る
者
に
つ
い
て
は
、
第
一

条
第
三
項
中
「
特
定
事
業
者
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
日
か
ら
三
月
以
内
」
と
あ
る
の
は
「
平
成
十
四
年
九
月

三
十
日
ま
で
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
二
月
一
四
日
内
閣
府
・
総
務
省
・
法
務
省
・
外
務
省
・
財
務
省
・
文
部
科
学
省
・

厚
生
労
働
省
・
農
林
水
産
省
・
経
済
産
業
省
・
国
土
交
通
省
・
環
境
省
令
第
一
号
）

こ
の
命
令
は
、
鉄
道
事
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
五
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
一
八
年
三
月
二
七
日
内
閣
府
・
総
務
省
・
法
務
省
・
外
務
省
・
財
務
省
・
文
部
科
学
省
・

厚
生
労
働
省
・
農
林
水
産
省
・
経
済
産
業
省
・
国
土
交
通
省
・
環
境
省
令
第
一
号
）

1



（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
命
令
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
命
令
の
施
行
の
日
前
に
改
正
前
の
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
計
画
に
お
け
る
同
条

第
二
項
に
規
定
す
る
目
標
年
次
の

終
日
は
、
改
正
後
の
第
一
条
第
三
項
の
計
画
期
間
が
満
了
し
た
日
と
み
な

す
。

第
三
条
　
前
条
の
規
定
に
よ
り
改
正
後
の
第
一
条
第
三
項
の
計
画
期
間
が
満
了
し
た
日
と
み
な
さ
れ
る
日
が
平
成
十

八
年
五
月
三
十
一
日
以
前
で
あ
る
計
画
を
提
出
し
た
特
定
事
業
者
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
特
定
事
業
者
に
該
当

す
る
こ
と
と
な
っ
た
日
又
は
計
画
期
間
が
満
了
し
た
日
か
ら
三
月
以
内
」
と
あ
る
の
は
「
平
成
十
八
年
八
月
三
十

一
日
ま
で
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
八
月
二
一
日
内
閣
府
・
総
務
省
・
法
務
省
・
外
務
省
・
財
務
省
・
文
部
科
学
省
・

厚
生
労
働
省
・
農
林
水
産
省
・
経
済
産
業
省
・
国
土
交
通
省
・
環
境
省
令
第
二
号
）

こ
の
命
令
は
、
自
動
車
か
ら
排
出
さ
れ
る
窒
素
酸
化
物
及
び
粒
子
状
物
質
の
特
定
地
域
に
お
け
る
総
量
の
削
減

等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
五
十
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十

年
一
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
一
一
月
二
八
日
内
閣
府
・
総
務
省
・
法
務
省
・
外
務
省
・
財
務
省
・
文
部
科
学
省
・

厚
生
労
働
省
・
農
林
水
産
省
・
経
済
産
業
省
・
国
土
交
通
省
・
環
境
省
令
第
一
号
）

こ
の
命
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

別
記
様
式
（
第
五
条
関
係
）

別記様式（第五条関係）（平19内府総省法省外財文科厚労農水経産国交環省令2・全改）表←12センチメートル→第号自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置↑法第41条第5項の規定による身分証明書職名及び氏名年月日生ルトーメチンセ8写年月日発行年月日限り有効↓真都道府県知事印裏自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法抜すい第41条都道府県知事は、第33条の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、対象自動車を使用する事業者に対し、その使用する対象自動車の台数を報告させ、又はその職員に、対象自動車を使用する事業者の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。2都道府県知事は、第34条及び第35条の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定事業者に対し、その業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、特定事業者の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。3都道府県知事は、第36条第1項の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、周辺地域内自動車を使用する事業者に対し、その使用する周辺地域内自動車の台数及び指定地区内における運行の状況に関し報告させ、又はその職員に、周辺地域内自動車を使用する事業者の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。4都道府県知事は、第37条及び第39条の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、周辺地域内事業者に対し、その業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、周辺地域内事業者の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。5前各項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。6第1項から第4項までの規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。第50条次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。七第34条、第37条若しくは第41条第1項から第4項まで（これらの規定を第43条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第41条第1項から第4項まで（第43条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者  
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